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 伊勢市契約規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

 

 

  平成 26 年７月 17 日 

 

 

 

                 伊勢市長 鈴 木 健 一     
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伊勢市規則第22号 

伊勢市契約規則の一部を改正する規則 

伊勢市契約規則（平成17年伊勢市規則第48号）の一部を次のように改正

する。 

 第27条第１項中「100分の10以上」の次に「（公有財産等売却システムに

よる入札に係る契約の締結にあっては、当該入札に係る予定価格の100分の

10以上）」を加える。 

附 則 

 この規則は、平成26年８月１日から施行する。 
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伊勢市告示第 84 号 

 

平成 26 年７月９日開議の市議会定例会で議決を経た平成 26 年度補正 

予算の要領は、次のとおりです。 

 

  平成 26 年７月 23 日 

 

伊勢市長 鈴 木 健 一     
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平成２６年度 伊勢市一般会計補正予算（第１号） 

 

平成２６年度 伊勢市の一般会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる｡ 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ、６６２，４８１千円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ、４７，９０５，２９０千円とする｡ 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による｡ 

 

（継続費の補正） 

第２条 継続費の追加は、「第２表 継続費補正」による。 

 

（債務負担行為の補正） 

第３条 債務負担行為の追加及び廃止は、「第３表 債務負担行為補正」による。 

 

（地方債の補正） 

第４条 地方債の変更は、「第４表 地方債補正」による。 
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第 ２ 表  継 続 費 補 正 

追 加 

款 項 事  業  名 総 額(千円) 年  度 年割額(千円) 

11 

教育費 

３ 

中学校費 

豊浜中学校・北浜中学校

統合校整備事業 
153,087 

平成 26年度 103,742 

平成 27年度 49,345 

宮川中学校・沼木中学校

統合校整備事業 
108,417 

平成 26年度 75,242 

平成 27年度 33,175 

 

第 ３ 表  債務負担行為補正 

 追 加 

事    項 期       間 限  度  額 (千円) 

多面的機能支払交付金事業 
自 平成２７年度 

 
至 平成２８年度 

６６，６９０ 

道路占用料等システム構築業務委託 
自 平成２７年度 

 
至 平成２７年度 

１０，３１４ 

宮川中学校・沼木中学校統合校整備事業 

自 平成２７年度 
 

至 平成２９年度 
８２，５１２  

 

 廃 止 

事    項 期       間 限  度  額 (千円) 

農地・水保全管理支払交付金事業 

（平成26年度債務負担行為） 

自 平成２７年度 
 

至 平成２８年度 
５，７４６ 
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第 ４ 表  地 方 債 補 正 

変 更 

起 債 の 目 的 
 限 度 額 (千円) 

補 正 前 補 正 後 

市 町 村 合 併 特 例 事 業 債 ３，２４２，３００ ３，３５３，１００ 

緊 急 防 災 ・ 減 災 事 業 債 ９９，７００ ２３８，５００ 

農 道 ・ 農 業 用 排 水 路 

整 備 事 業 債 
５０，６００ ０ 
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平成２６年度  伊勢市土地取得特別会計補正予算（第１号）  

 

平成２６年度 伊勢市の土地取得特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるとこ

ろによる｡ 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ、１９８，５５１千円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ、６０２，１６１千円とする｡ 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による｡ 
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平成２６年度伊勢市認知症対応型共同生活介護事業会計補正予算（第１号） 

 

 

（総 則） 

第１条 平成２６年度伊勢市認知症対応型共同生活介護事業会計補正予算（第１号）は、 

次に定めるところによる。 

 

（一時借入金） 

第２条 予算第５条中「7,000千円」を「24,000 千円」に改める。 
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伊勢市告示第 85 号 

 

道路の区域変更について 

 

道路法（昭和 27 年法律第 180 号）第 18 条第１項の規定により、次のよ

うに道路の区域を変更しました。 

その関係図面は、伊勢市都市整備部維持課において告示の日から２週間

一般の縦覧に供します。 

 

 平成 26 年７月 25 日 

 

伊勢市長 鈴 木 健 一     

 

道路の

種 類 
路線名 区  間 

新旧 

の別 

敷地の幅員 

ﾒ-ﾄﾙ 

延長 

ﾒ-ﾄﾙ 

市 道 御薗２号線 

御薗町長屋字万條 109 番１地

先から 

御薗町長屋字万條 400 番１地

先まで 

旧 6.8～7.5 64.7 

新 9.4～42.4 64.7 
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伊勢市告示第 86 号 

 

道路の供用開始について 

 

道路法（昭和 27 年法律第 180 号）第 18 条第２項の規定により、次のよ 

うに道路の供用を開始します。 

 その関係図面は、伊勢市都市整備部維持課において告示の日から２週間

一般の縦覧に供します。 

 

  平成 26 年７月 25 日 

 

伊勢市長 鈴 木 健 一     

 

路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供 用 開 始 の 期 日 

御薗２号線 
御薗町長屋字万條 109 番１地先から 

御薗町長屋字万條 400 番１地先まで 
平成 26 年７月 25 日 
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伊勢市教育委員会告示第 12 号 

 伊勢市教育委員会会議を次のとおり招集します。 

  平成 26 年７月 18 日 

 

                    伊 勢 市 教 育 委 員 会 

                    委員長 八 木 雅 文 

 

記 

 

１ 日 時  平成 26 年７月 25 日（金）午後７時 

２ 場 所  伊勢市教育委員会（小俣総合支所）２階 第１・２会議室 

３ 会議に付する事件 

   議案第 18 号 平成 27 年度使用小学校教科用図書の採択について 
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伊勢市上下水道事業告示第 28 号 

 

 流域関連公共下水道の供用を開始するので、下水道法(昭和 33 年法律第

79 号)第９条の規定に基づき、次のとおり告示します。 

その関係図面は、平成 26 年７月 18 日から２週間、伊勢市上下水道部下

水道施設管理課窓口に備え置いて、一般の縦覧に供します。 

 

平成 26 年７月 17 日 

 

伊勢市長 鈴 木 健 一     

 

１ 供用(下水の処理)を開始する年月日 

  平成 26 年８月１日 

２ 供用(下水の処理)を開始する区域 

浦口１丁目、浦口２丁目及び二俣１丁目の各一部 

３ 供用を開始する排水施設の位置 

 縦覧に供する関係図面において表示します。 

４ 当該公共下水道が接続する流域下水道の終末処理場の位置及び名称 

  位置 伊勢市大湊町 1126 番地 

  名称 宮川浄化センター 

５ 供用を開始する排水施設の合流式又は分流式の別 

  分流式 
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伊勢市公告第 53 号 

 

犬の抑留について 

 

 次の犬を狂犬病予防法（昭和 25 年法律第 247 号）第６条第１項の規定に

より抑留した旨の通知が三重県伊勢保健所長からありましたので、同条第

８項の規定により公告します。 

 

  平成 26 年７月 22 日 

 

             伊勢市長 鈴 木 健 一     

 

１ 抑留した犬 

番号 
捕獲した

場所 
種類 毛色 性別 体格 年齢 その他 

１ 馬瀬町 
洋犬（テリア

系） 
白茶 雄 小 

91 日 

以上 
 

２ 抑留した日 平成 26 年７月 20 日 

３ 抑留期限  平成 26 年７月 28 日 

４ 連絡先 

  伊勢市環境生活部環境課（電話 0596-21-5541） 

  伊勢保健所 衛生指導課（電話 0596-27-5151） 

 

 

16



伊勢市公告第 54 号 

 

犬の抑留について 

 

 次の犬を狂犬病予防法（昭和 25 年法律第 247 号）第６条第１項の規定に

より抑留した旨の通知が三重県伊勢保健所長からありましたので、同条第

８項の規定により公告します。 

 

  平成 26 年７月 24 日 

 

             伊勢市長 鈴 木 健 一     

 

１ 抑留した犬 

番号 
捕獲した

場所 
種類 毛色 性別 体格 年齢 その他 

１ 小俣町 雑種 茶 雌 中 
91 日 

以上 
首輪あり

２ 抑留した日 平成 26 年７月 23 日 

３ 抑留期限  平成 26 年７月 30 日 

４ 連絡先 

  伊勢市環境生活部環境課（電話 0596-21-5541） 

  伊勢保健所 衛生指導課（電話 0596-27-5151） 
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伊勢市公告第 55 号 

 

犬の抑留について 

 

 次の犬を狂犬病予防法（昭和 25 年法律第 247 号）第６条第１項の規定に

より抑留した旨の通知が三重県伊勢保健所長からありましたので、同条第

８項の規定により公告します。 

 

  平成 26 年７月 31 日 

 

             伊勢市長 鈴 木 健 一     

 

１ 抑留した犬 

番号 
捕獲した

場所 
種類 毛色 性別 体格 年齢 その他 

１ 前山町 雑種 白 雄 中 
91 日 

以上 
首輪あり

２ 抑留した日 平成 26 年７月 30 日 

３ 抑留期限  平成 26 年８月６日 

４ 連絡先 

  伊勢市環境生活部環境課（電話 0596-21-5541） 

  伊勢保健所 衛生指導課（電話 0596-27-5151） 
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